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議 会 の し く み 
 

 

 

      

   

 

 

   

  皆さんのクラスに学級委員や図書係、保健係などの 

 「委員」や「係」がありますよね。 

  その人たちはどうやって選ばれて、どんな仕事をしていますか？ 

   じつは議会のしくみもそれとよく似ているのです(^‐^)/ 

 

 

 

 議会ってどんな人たちがいるところなのでしょう？  

 議会とは古河市民の代表者（「議員
ぎ い ん

」といいます）がいるところです。 

 

 では、議員になるためにはどうしたらいいと思いますか？ 

 

 議員は 4 年ごとに選挙で選びます。議員になりたい人が手を挙げ（立候補）、 

市民が立候補者の中から誰を代表にしたらいいか投票（選挙）で 

決めます。 

 選ぶためのルールもあります。立候補できるのは２５歳以上、投票     

できるのは 18 歳以上の人です。もちろん古河市民でなくてはいけません。 

    

 そして、選ばれた人たちが集まって作った組織が「議会」です。 

   古河市には 24 名の議員がいます！ 

「議会
ぎ か い

」って何だろう？ 
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 議会の仕事 

    議会は古河市のルールを決めるのが仕事です。 

 

 クラスの中の決め事は学級委員長が中心になって話し合いをしています 

よね。議会も同じです。 

 

   学級委員長や図書係を決めるように、議会でも議長や副議長、それぞれ

の係（委員
い い ん

）を選んでいます。 

 

   そこで話し合いをしていろいろなことを決めるのです。もちろん全員で

話し合ってもいいのですが、それだととても時間がかかってしまいますよ

ね。 

   グループに分かれて専門的に話し合ったほうが簡単だと思いませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 そこで、古河市では次のとおり、５つの委員会を作ってまずはここで話

し合いをしてから定例会
ていれいかい

（年 4回：3月・6月・9月・12月）や臨時会
り ん じ か い

という議

員全員が集まる本会議で結論を出すようにしています。 
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        ■■■ ５つの委員会 ■■■ 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

条例、予算、決算のこと 

  議会のいちばん大切な仕事は、どうしたら古河市民が仲良く幸

せに暮らせるかを考えることです。 

 

 みんなが好きなことを勝手気ままにしていたら、周りの人に迷惑をかけ

ることがあるかもしれません。家の中でも学校でも、そこにいる人たちが

気持ちよく過ごすためには、守らなくてはいけない約束も必要です。 

その約束のことを条例
じょうれい

といいます。 

   

 身近なものでは 

｢古河市ごみのポイ捨て等禁止条例」 

  なんていうのもありますよ( ∩ _ ∩ ) /  

 

 

委員会の名前 主に話し合うこと 

総務
そ う む

常任
じょうにん

委員会
いいんかい

 
将来の計画をたてること 

税金の使い方を考えること 

文教
ぶんきょう

厚生
こうせい

常任
じょうにん

委員会
いいんかい

 
環境、学校や文化、スポーツ、健康や福祉、

医療のこと 

産業
さんぎょう

建設
けんせつ

常任
じょうにん

委員会
いいんかい

 
道路やお店、まちづくり、水道、農業や  

工業のこと 

議会
ぎ か い

運営
うんえい

委員会
いいんかい

 議会の進め方のこと 

議会
ぎ か い

だより編集
へんしゅう

委員会
いいんかい

 
議会だより（学級新聞のようなもの）を  

つくること 
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 それから、古河市のお金の使い道を考えることも大事な仕事です。 

みなさんもお小遣いをもらったら、何に使うか考えるでしょう？好きなもの  

を好きなだけ買ってしまったら、お金はすぐになくなってしまいますよね( T - T )   

 お金の使い道を考えておくことを予算
よ さ ん

といい、何に使ったかをきちんと 

まとめておくことを決算
けっさん

といいます。 

 

 

 

市民・市議会・市長の関係 

                    

                   市 民 

   市民の声を聞く              市民のために仕事をする                    

                                   

 

 

          

        願いを伝える 

 

                  選挙               

  市議会                            市長                 

          選ぶ             選ぶ                            

 

           

          市の仕事や予算、きまりなどを決める 

            市の仕事に市民の意見を反映させる 

           

           

          市の仕事や予算、きまりなどを提案する 
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 会議の進め方 

 

 

 

議長が開会を宣言します。 

 

市長から条例や予算などの議案が提出され、それを議題にします。 

            

提出者（市長）が議案の内容を説明します。  

     

議員が議案について疑問点を質問し、提出者がそれに答えます。 

   

議案を担当の委員会で詳しく審査します。 

 

委員長が委員会で可決するか否決するか決めます。 

 

委員会で審査したことや結果を議場で報告します。 

 

委員会の報告を聞いて、ほかの議員が賛成や反対の意見を述べます。 

 

議長が賛成か反対かを多数決で決め、市議会の意思を決定します。 
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  私たちと議会 

    

      議会は市民が安心して暮らせるようにすることが仕事です。市でやって

いる仕事について、だれでも意見や要望を提出することができます。それ

を請願
せいがん

、陳情
ちんじょう

といいます。 

   議会での話し合いの様子は見ること（傍聴
ぼうちょう

する）ができます。だれでも議

場に入ることはできますが、中で騒いだり、食べ物を食べてはいけません。 

     

   また、話し合いの内容はすべて記録されていますので、議場には行けな

いけれど議会の様子を知りたいときは、図書館や公民館で閲覧
えつらん

（見る）す

ることもできます。また、インターネットでも見ることができますよ！ 

 

 おわりに 

議会がどんなところか分かりましたか？ 

古河市は、豊かな自然と文化に囲まれた、とても住みよいまちです。 

その豊かな自然や文化を守り、より良いまちにするため議会で働く人々は

日々、勉強し努力しています。 

でも、それだけでは私たちの暮らしは良くなりません。私たち一人ひと

りが毎日の生活の中で、ゴミを減らしたり、学校や公民館などの公共施設

を大切に使うなど、古河市のために出来ることを少しずつ増やしていきま

しょう。 

               

 

 

 

                  古河市議会          


